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１．はじめに

伊方発電所１号機は、四国初の原子力発電所として、昭和５２年９月に

営業運転を開始して以来、四国地域の安定かつ低廉な電力供給を支える

基幹電源として、その役割を果たしてまいりましたが、平成２８年５月

１０日に運転を終了しました。

伊方発電所１号機の廃止に伴い、「廃止措置計画認可申請書」を、平成

２８年１２月２６日、原子力規制委員会へ提出するとともに、愛媛県・

伊方町に対し、「伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関す

る協定書」に基づく事前協議の申し入れを行ったところです。

本資料にて、伊方発電所１号機の廃止措置計画の申請内容について報告

致します。
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２-１．廃止措置移行時の流れ

○原子炉等規制法に基づき、廃止措置に着手する前に「廃止措置計画認可申請書」を原子力規制

委員会へ提出し、認可を受ける。

○あわせて、廃止措置期間中における保安のために講ずべき事項を「保安規定」に定め、変更の

認可を受ける。

・法 ：核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律
・規則：実⽤発電⽤原⼦炉の設置、運転等に関する規則
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○「廃止措置計画認可申請書」に記載する事項は「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則」（以下、「実用炉規則」という）第１１６条に定められている。

○今回の申請では、廃止措置の全体概要と、第１段階（解体工事準備期間）に行う具体的事項に

ついて記載している。

○第２段階（原子炉領域周辺設備解体撤去期間）以降に行う具体的事項については、第１段階で

実施する汚染状況の調査結果や管理区域外の設備の解体撤去経験等を踏まえ、第２段階開始ま

でに廃止措置計画に反映し、変更の認可を受ける。

２-２．廃止措置移行時の流れ

【廃止措置計画の申請内容】
・廃止措置対象施設及びその敷地
・廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
・核燃料物質の管理及び譲り渡し
・核燃料物質による汚染の除去
・核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
・廃止措置の工程



4

３．廃止措置の全体概要

○廃止措置にて実施する汚染状況の調査及び各設備の解体作業等を確実かつ安全に進めるため、
全体工程を４段階に区分して約４０年かけて実施する。
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４．廃止措置対象施設と解体の対象となる施設

○廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設は、２号機又は３号機との共用施設
並びに放射性廃棄物による汚染のないことが確認された地下建家、地下構造物及び
建家基礎を除くすべてである。
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５-１．第１段階（解体工事準備期間）での実施事項

○第１段階では「①燃料の搬出」、「②核燃料物質による汚染の除去」、
「③汚染状況の調査」及び「④管理区域外設備の解体撤去」を実施する。

管理区域外 管理区域内

①燃料の搬出

②核燃料物質
による汚染
の除去

③汚染状況の
調査

④管理区域外設備
の解体撤去
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５-２．解体工事準備期間での実施事項 ： ①燃料の搬出

１号機 原子炉補助建家

使用済燃料貯蔵設備

新燃料28体

３号機 燃料取扱棟

使用済燃料貯蔵設備

再処理事業者

加工事業者

使用済燃料237体

新燃料貯蔵設備

新燃料68体

3号機使用済燃料貯蔵設備に

1号機貯蔵中の237体受入れ可能

１号機分
使用済燃料189体

○使用済燃料は、第１段階の期間中に３号機の使用済燃料貯蔵設備に運搬し、貯蔵する。

○新燃料は、第１段階の期間中に加工事業者に譲渡す。

○使用済燃料は、廃止措置終了までに再処理事業者に譲渡す。

※：１号機使用済燃料貯蔵施設から直接
再処理事業者に譲り渡す場合もある。

(※)



○除染の方針

・線量の高い設備については、機械的方法又は化学的方法を効果的に組み合せた除染を行う。

・その他の設備については、長期間の安全貯蔵により放射能の減衰を図る。

○第１段階の除染

○第２段階以降
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【例：ブラスト除染】

配管切断 輪切り

四つ割り

５-３．解体工事準備期間での実施事項 ： ②核燃料物質による汚染の除去

・線量の高い設備で第２段階にて解体撤去す

る設備を対象とする。

・研磨剤を使用するブラスト法、ブラシ等に

よる研磨法等の機械的方法により行う。

・除染対象物の形状等に伴い必要な場合には、

化学的方法による除染を行う。

・第１段階で実施する汚染状況の調査結果を踏まえ、第２段階開始までに廃止措置計画に

反映し、変更の認可を受ける。
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５-４．解体工事準備期間での実施事項 ： ③汚染状況の調査

○ 目的
・適切な解体撤去工法及びその手順を策定して、放射線業務従事者及び周辺公衆の被ばく
低減を図る。

・解体に伴い発生する廃棄物の合理的な処理方法を策定する。
・汚染状況の調査結果をもとに廃棄物の区分ごとの発生量と保管場所を決定し、第２段階
移行前に廃止措置計画に反映し、変更の認可を受ける。

○ 調査方法
・放射能レベルの高い原子炉領域設備は、放射能量を計算評価するとともに、サンプルの
採取・分析を行い、計算値と分析値を比較評価したうえで、設備の解体計画を作成する。

・それ以外の機器・配管など設備は、外部から放射線量等を測定する。

サ
ン
プ
リ
ン
グ
計
画
作
成

実
機
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ

サ
ン
プ
ル
分
析

計
算
値
と
分
析
値
を
比
較
評
価

放射能量を計算
放
射
能
レ
ベ
ル
区
分
図
の
作
成

設
備
の
解
体
計
画
作
成

発
生
量
と
保
管
場
所
決
定

【例：原子炉領域設備の汚染状況の調査方法】
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■放射性気体廃棄物
○建家の換気系からの排気が主となる。
○原子炉運転中と同様に処理を行ったうえで、監視しながら排気筒から放出する。

■放射性液体廃棄物
○施設の隔離等により発生する機器ドレン廃液、床ドレン廃液等の原子炉運転中と

同様な廃液が発生する。
○原子炉運転中と同様に処理を行ったうえで、監視しながら放水口から放出する。

５-５．解体工事準備期間での放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の管理
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５-６．解体工事準備期間中の事故想定とその評価

○放射線業務従事者の評価（解体工事準備期間）
・実施予定の作業内容をもとに、過去の被ばく線量実績、作業場所の線量当量率等を考慮し
て評価した結果から、１０年間で約１．４人・Ｓｖ（集団の線量）と推定する。

○平常時における周辺公衆の線量評価（解体工事準備期間）
・「設置許可申請書 添付書類九」等を参考として評価を実施し、放射性気体廃棄物及び放
射性液体廃棄物の放出に伴う周辺公衆の被ばく線量は最大で年間約６．６μＳｖ（個人の
線量）であり、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に示される線
量目標値の年間５０μＳｖを下回る。

○事故時における周辺公衆の線量評価（解体工事準備期間）
・「設置許可申請書 添付書類十」等を参考として評価を実施し、廃止措置期間中に想定さ
れる事故である「燃料集合体落下」及び「放射性気体廃棄物処理施設の破損」を想定した
場合、環境へ放出される放射性物質の放出量は最大で約２．８×１０１１Ｂｑ、周辺公衆
の被ばく線量は最大で０．２５μＳｖ（個人の線量）であり、放出量は少なく、周辺公衆
に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

○想定を超える自然災害等
・使用済燃料ピットから冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、使用済燃料は室内空
気の自然対流により冷却され、燃料被覆管温度の上昇による燃料の健全性に影響はなく、
また、不確定性を考慮しても実効増倍率は０．９６６と、基準値の０．９８を下回り臨界
にならないと評価できることから、周辺公衆の放射線被ばくへの影響は小さい。



12

○放射線業務従事者及び周辺公衆の被ばくの低減を図るとともに、使用済燃料の貯蔵のための
管理、汚染の除去工事、解体撤去工事及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄等の各種
作業の安全確保のために、必要な機能を維持管理する。

○これら維持管理対象設備の機能については、必要な期間中、必要な機能が維持できるよう点
検等を実施する。

維持機能 対象設備 維持期間

放射線遮蔽機能
原子炉容器周囲コンクリート壁、
原子炉格納容器外周のコンクリート壁

炉心支持構造物等の解体が完了するまで

臨界防止機能、
水位及び漏えいの監視機能、
浄化・冷却機能、
給水機能、
電源供給機能

使用済燃料ピットクレーン、
新燃料貯蔵ラック、使用済燃料ピット、
使用済燃料ピット水浄化冷却設備、
燃料取替用水タンク、ディーゼル発電機、
原子炉補機冷却水冷却器、海水ポンプ 等

新燃料又は使用済燃料、若しくは両燃料
の搬出が完了するまで

放射性廃棄物処理機能、
放出管理機能

排気筒、排気筒モニタ 放射性気体廃棄物の処理が完了するまで

放射性廃棄物処理機能 冷却材貯蔵タンク、廃液貯蔵タンク 等 放射性液体廃棄物の処理が完了するまで

放射性物質漏えい防止機能、
換気機能、
放射線遮蔽機能

原子炉格納容器、原子炉補助建家、
格納容器排気ファン、補助建家排気ファン 等

管理区域を解除するまで
（原子炉補助建家は加えて線源となる設
備の解体が完了するまで）

消火機能、
照明機能

消火栓、非常用照明 各建家を解体する前まで

５-７．解体工事準備期間中に機能を維持すべき設備及び期間

■主な維持管理対象設備の維持機能と維持期間
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○主な廃止措置対象施設の推定汚染分布を以下に示す。
○原子力プラントから発生する廃棄物は、放射性物質として扱う低レベル放射性廃棄物と、

一般の廃棄物として扱う廃棄物に区分され、低レベル放射性廃棄物の割合は、全体の約
１％である。

○低レベル放射性廃棄物は放射性物質の濃度に応じて、３段階（Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３）に区
分し、それぞれの区分に応じて廃止措置終了までに廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する。

６ -１．第２段階以降での実施事項

【主な廃止措置対象施設の推定汚染分布】

解体に伴い発生する放射性固体廃棄物の処理処分
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放射能レベル区分 推定発生量※ 割合

低レベル
放射性廃棄物

放射能レベルの比較的高いもの（L1） 約 90トン 約0.03％

放射能レベルの比較的低いもの（L2） 約 880トン 約 0.3％

放射能レベルの極めて低いもの（L3） 約 2,090トン 約 0.8％

合計 約 3,050トン 約 1 ％

放射性物質として扱う必要のないもの（クリアランス物）、
放射性廃棄物でない廃棄物(管理区域外からの発生分を含む)

約267,000トン 約 99 ％

○ 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量と処理・処分の概念を以下に示す。

※第1段階の汚染状況の調査により物量を精査し、発生量の見直しを実施。

【廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量】

【廃棄物の処理・処分の概念】

出典：原子力施設の廃止措置[原子力安全・保安院]

(L1)

(L2)

(L3)

６ –２．第２段階以降での実施事項

解体に伴い発生する放射性固体廃棄物の処理処分
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【参考１】廃止措置に関連する法令：廃止措置計画の認可申請

○発電⽤原⼦炉を廃⽌しようとするときは、原⼦⼒規制委員会規則で定める廃⽌措置を講じなければならない。
（法第43条の3の33第1項）

「発電⽤原⼦炉施設及び試験研究⽤等原⼦炉施設の廃⽌措置計画
の審査基準」

廃⽌措置計画の認可

審査基準

認可の基準 ○廃⽌措置計画が原⼦⼒規制委員会規則で定める基準に適合している
と認めるときは、認可をしなければならない。

（法第43条の3の33第3項の読み替えによる第12条の6第4項）

・廃⽌措置計画の認可の基準（規則第119条）
・原⼦炉の炉⼼から使⽤済燃料が取り出されていること。
・核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
・核燃料物質⼜は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理
及び廃棄が適切なものであること。
・廃⽌措置の実施が災害の防⽌上適切なものであること。

○廃⽌措置を講じようとするときは、あらかじめ、原⼦⼒規制委員会規則で定めるところにより、廃⽌措置計画を定め、
原⼦⼒規制委員会の認可を受けなければならない。（法第43条の3の33第2項）
・廃⽌措置計画の認可の申請（規則第116条）
本⽂記載事項（同条第1項）、添付書類（同条第2項）

・法 ：核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律
・規則：実⽤発電⽤原⼦炉の設置、運転等に関する規則
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【参考２ -１】廃止措置計画認可申請書（本文）の申請概要と審査基準

本文 項目 申請概要 審査基準

本文
一～三

廃止措置の対象と
なる発電用原子炉
の名称等

－ －

本文四 廃止措置対象施
設及びその敷地

廃止措置対象施設
は発電用原子炉及
びその附属施設

対象原子炉施設に係る設置の許可がなされた
ところにより、廃止措置対象施設の範囲を特定
する。

本文五 廃止措置対象施
設のうち解体の対
象となる施設及び
その解体の方法

解体の対象となる
施設は他号機との
共用施設並びに放
射性廃棄物による
汚染のないことが確
認された地下建家、
地下構造物及び建
家基礎を除くすべて

廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施
設が示されていること。

原子炉施設の廃止措置期間全体を見通し、段
階ごとに講じる措置が示されていること。また、
各工事の着手要件、完了要件が適切に設定さ
れていること。

本文六 核燃料物質の管
理及び譲渡し

使用済燃料及び新
燃料の管理と譲り渡
し

核燃料物質が適切な譲渡し先に譲渡されること
等を示し、このうち使用済燃料については、設
置許可を受けた「使用済燃料の処分の方法」に
従い、適切な譲渡し等の措置が示されており、
核燃料物質の譲渡し等に当たっては、必要な
措置を講じることが示されていること。
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【参考２ -２】廃止措置計画認可申請書（本文）の申請概要と審査基準

本文 項目 申請概要 審査基準

本文七 核燃料物質による
汚染の除去

汚染の除去は機械
的方法又は化学的
方法を効果的に組
み合せて実施

核燃料物質による汚染の分布等の事前評価結
果、汚染の除去の方法及び安全管理上の措置
の内容が示されていること。

本文八 核燃料物質又は
核燃料物質によっ
て汚染された物の
廃棄

第１段階で発生する
気体・液体・固体廃
棄物の管理

放射性廃棄物の適切な廃棄を確実に行うこと
が示されていること。

放射性固体廃棄物については、適切な廃棄が
確実に行われるまでの間は、当該施設の放射
性廃棄物の廃棄施設に保管することが示され
ていること。

核燃料物質によって汚染された物の廃棄につ
いて、必要な措置を講じることが示されている
こと。

本文九 廃止措置の工程 廃止措置全体工程 廃止措置の全体計画として、廃止措置の着手
時期、維持管理期間、解体撤去工事に着手す
る時期及び終了時期を示すために、廃止措置
の方針・手順を時間軸の単位を年度として工程
表により示すとともに、その概要が説明されて
いること。
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【参考３ -１】廃止措置計画認可申請書（添付書類）の申請概要と審査基準

添付書類 項目 申請概要 審査基準

添付
書類
一

既に使用済燃料を
発電用原子炉の炉
心から取り出してい
ることを明らかにす
る資料

燃料集合体取出し作業
の完了日
平成２５年２月１０日

運転日誌等で炉心から燃料が取り出されていること、
空白の炉心配置図等で燃料が炉心に装荷されていな
いことが明らかになっていること。

添付
書類
二

廃止措置対象施設
の敷地に係る図面
及び廃止措置に係る
工事作業区域図

工事作業区域図（１号
機原子炉補助建家、
タービン建家等）

敷地図の中で、廃止措置に係る部分（建家、施設等）
が明らかになっていること。

添付
書類
三

廃止措置に伴う放射
線被ばくの管理に関
する説明書

放射線管理と、第１段
階での平常時における
周辺公衆の被ばく評価

廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物の形態（放射
性気体廃棄物、放射性液体廃棄物等の別）に応じて
適切な放射線管理の下に、確実に廃棄が行われるこ
と、また、廃止措置期間中の平常時における周辺公
衆への影響を確認する。

添付
書類
四

廃止措置中の過失，
機械又は装置の故
障，地震，火災等が
あった場合に発生す
ると想定される事故
の種類，程度，影響
等に関する説明書

第１段階での事故時に
おける周辺公衆の被ば
く評価

廃止措置の工事上の過失等があった場合に発生する
と想定される原子炉施設の事故の種類、程度、影響
等を確認する。
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【参考３ –２】廃止措置計画認可申請書（添付書類）の申請概要と審査基準

添付書類 項目 申請概要 審査基準

添付
書類
五

核燃料物質による汚
染の分布とその評価
方法に関する説明書

解体の対象となる施設
の汚染の分布評価（第
１段階で実施する汚染
状況の調査結果を踏ま
えて見直しを実施する）

発電用原子炉施設に残存する放射性物質（放射化放
射性物質、汚染放射性物質及び発電用原子炉の運
転中に発生した放射性固体廃棄物）の種類、数量及
び分布が、発電用原子炉の運転履歴等を基にした計
算結果、測定結果等により、適切に評価されているこ
と。

添付
書類
六

廃止措置期間中に
機能を維持すべき発
電用原子炉施設及
びその性能並びにそ
の性能を維持すべき
期間に関する説明書

被ばくの低減と廃止措
置の実施に対する安全
確保のため、必要な期
間、必要な機能を維持
管理する

当該施設内に残存する放射性物質の数量及び分布
等を踏まえ、核燃料物質による汚染の除去手順、設
備・機器又は施設の解体手順等の措置が立案されて
いること。

また、これら措置との関係において、維持すべき設
備・機器及びその機能並びに必要な期間が、廃止措
置期間を見通し適切に設定されていること。

添付
書類
七

廃止措置に要する資
金の額及びその調
達計画に関する説明
書

解体引当金制度に基
づく総見積額

発電用原子炉施設解体に要する費用の見積もり総額
が明示されていること。

発電用原子炉施設解体引当金累積積立額が明示さ
れ、それを含めた費用の調達方法が明示されている
こと。

添付
書類
八

廃止措置の実施体
制に関する説明書

廃止措置の実施体制、
廃止措置に係る経験、
技術者の確保

廃止措置に係る組織、廃止措置に係る各職位の職務
内容、監督を行う者を選任する際の基本方針が定め
られていること。
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【参考３ –３】廃止措置計画認可申請書（添付書類）の申請概要と審査基準

添付書類 項目 申請概要 審査基準

添付
書類
九

品質保証計画に関
する説明書

保安規定に品質保証
計画を定め、原子力安
全の達成・維持・向上
を図る

発電用原子炉施設保安規定において、事業者の代表
者をトップマネジメントとする品質保証計画を定めるこ
と。

廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び
改善の一連のプロセスを明確にし、これらを効果的に
運用することにより、原子力安全の達成・維持・向上
を図ることが明示されていること。

品質保証計画のもとで機能を維持すべき設備及びそ
の他の設備の保守等の廃止措置に係る業務が行わ
れることが明示されていること。
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【参考４】国内外における原子炉の廃止状況

出典：総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会（平成27年6月）

廃止措置計画
認可申請

保安規定
変更認可申請

玄海
１号

H27.12.22 H28. 9.16

美浜
1,2号

H28. 2.12 H28. 8.31

敦賀
１号

H28. 2.12 H28. 8.31

島根
１号

H28. 7. 4 H28.11. 7

【先行プラント申請状況】

○世界においては、２０１５年（平成２７年）６月１日時点で約１５０基の廃止措置が進められており、
そのうち１３基については廃止措置が終了している。

○日本においては、動力試験炉（ＪＰＤＲ）において廃止措置が終了しており、東海発電所をはじめ
１０基が廃止措置中である。また、平成２７年４月に５基（美浜１，２号機、島根１号機、玄海１号
機、敦賀１号機）が運転を終了しており、現在国による廃止措置計画の審査中である。

■国内の廃止措置状況（ＪＰＤＲ）

廃止措置前 廃止措置終了後
出典：わが国ではじめでの発電用原子炉(JPDR)の運転から廃止までの完遂［日本原子力学会］

廃止措置中


